
公印省略 

税 第 1 2 0 2 0 0 1 号  

令和 7 年 12 月 2 日  

 

事業主 各位 

 

豊後高田市長 佐々木 敏夫   

 

令和８年度（令和７年分）給与支払報告書の提出について（お願い） 

 

 平素より本市行政運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、毎年１月１日現在において給与の支払いをする事業主（給与支払者）で、所得税を源泉徴収す

る義務がある場合は、法人・個人を問わず給与支払報告書を作成し、従業員等の方が１月１日現在に居

住している市区町村に提出していただく必要があります。 

この給与支払報告書は個人住民税の賦課徴収に関して大変重要な書類となりますので、業務多忙の

折とは存じますが、別添記載要領により、給与支払報告書の総括表及び個人明細書を作成の上、下記期

日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。 

 

＊この文書は、前年に給与支払報告書を提出していただいた事業主の方等にお送りしております。 

 該当する従業員等がいない場合は、総括表および個人別明細書の提出は不要です。 

 

記 

 

１ 提出方法 

 （１）電子的方法による提出 ⇒ ｅＬＴＡＸ（エルタックス）または光ディスクで提出してください 

 （２）書面による提出    ⇒ 下記の書類を提出してください 

①総括表      … １部  

②個人別明細書   … １人につき 1部のみ提出 

③普通徴収仕切り紙 … 特別徴収できない従業員等がいる場合のみ提出 

 

※貴事業所で作成した総括表を使用される場合や、税理士事務所等に給与支払報告書の作成及び提出を依

頼している場合も、豊後高田市作成の総括表を必ず同封してください。 

 ※個人事業主の方は、個人番号の記入と併せて、提出時に①番号確認書類（マイナンバーカード又は、通

知カードなど）及び②身元確認書類（マイナンバーカード又は、運転免許証など）による本人確認が必

要となります。郵送による提出や代理の方が提出する場合は、写しを同封してください。 

 

２ 提出期限について 

令和８年２月２日（月） ※令和８年１月２３日（金）までの早期提出にご協力をお願いします。 

 

３ 提出先について 

   〒８７９－０６９２  

   大分県豊後高田市是永町３９番地３ 豊後高田市役所 税務課 市民税係 



    

４ 対象者について 

令和７年中に給与（給料、賃金、賞与、俸給など）を支払った従業員（短期雇用者、アルバイト・パート

等を含む）全員が対象となりますので、給与支払額の多少に関わらず、令和８年 1月 1日現在の居住してい

る市区町村に提出してください。 

   また、令和７年中に退職された方の分は、退職時に居住していた市区町村に提出してください。 

 

５ 主な留意事項 

（１）書面で提出する場合 

・総括表は、同封の「豊後高田市提出用」を使用してください。なお、貴事業所で作成した総括表を使用

される場合や税理士事務所等に給与支払報告書の作成及び提出を依頼している場合も、豊後高田市作成

の総括表を必ず同封してください。 

※訂正箇所がありましたら、朱書きで加筆訂正をお願いします。 

 ※普通徴収理由内訳書の提出または記載のないときは原則として特別徴収として取り扱います。 

   ・青色事業専従者給与に該当する場合は、種別欄又は摘要欄に「専従」と記入をお願いします。 

（２）ｅＬＴＡＸ（エルタックス）で提出する場合 

・従業員等が普通徴収者の場合は普通徴収の欄に、青色事業専従者に該当する場合は青色専従者の欄に必

ずチェックをお願いします。 

・特別徴収ができない普通徴収対象者の給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収理由内訳書の添付ま

たは、個人明細書の摘要欄へ略号等（Ａ～Ｅ）の入力が必要です。普通徴収の理由が確認できない場合

は原則として特別徴収対象者として取り扱います。 

（３）光ディスク等の電子媒体で提出する場合 

総括表および普通徴収理由内訳書に必要事項を記載のうえ、電子媒体と併せて提出してください。 

 

６ 給与支払報告書等のｅＬＴＡＸ利用について 

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）はインターネットを利用して地方税の手続（申告・申請・納付など）を行うこ

とができる地方税のポータルシステムです。 

電子納付（地方税共通納税システム）も可能ですので、ぜひ利用のご検討をお願いいたします。 

・特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子データ（副本）は廃止されました。 

令和６年度より電子データ（副本）は廃止しました。これまでは書面と電子データ（副本）の両方を受け取

ることが可能でしたが、書面または電子データのどちらかを選択することになります。 

 

詳しい利用手順や手続きについては、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまでお問い合わせください。 

ｅＬＴＡＸウェブサイト  … https://www.eltax.lta.go.jp/ 

ｅＬＴＡＸのよくある質問 … https://eltax.custhelp.com/ 

 

                            【問い合わせ先】 

〒879-0692 

                                 豊後高田市是永町３９番地３ 

                                 豊後高田市役所 税務課 市民税係 

                                 ℡0978-22-3100 



豊後高田市長　様

 

※上記と異なる場合に記載してください。

所属：

電話： 0978-22-3100 （内線）
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１ 総括表及び個人住民税の普通徴収理由内訳書の書き方 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 『給与支払者の個人番号又は法人番号』欄には、給与支払者が法人の場合は法人番号（13 桁）を、個人事業

主の場合は個人番号（マイナンバー）（12 桁）を右詰めで記入してください。 

② 『フリガナ』欄には、必ずカタカナでフリガナをつけてください。 

③ 『所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業の名称』欄には、給与支払者と給与事務を実際に行っている

事務所等が異なる場合に記入してください。 

④ 『連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号』欄には、照会に対応する職員の所属、氏名、そして電話番号

を記入してください。 

⑤ 『受給者総人員』欄には、令和８年１月１日現在において事業所で給与等の支払をしている従業員等の総人

員（豊後高田市以外に住所がある従業員も含み、退職者を除きます）を記入してください。 

⑥ 『報告人員』欄には、豊後高田市に報告する人数を特別徴収分と普通徴収分に分けて、それぞれの個人別明

細書の人数を記入してください。また、個人別明細書の提出枚数と合致するか必ず確認してください。 

⑦ 『納入書の送付』欄には、市県民税の特別徴収税額の納付に際して、納入書が必要か不要か、該当する方を

○で囲んでください。「不要」を選択した場合、納入書は送付しませんのでご注意してください。 

⑧ 前職・他社分給与を含んでいる報告書があるかどうか、はい・いいえの該当する方を○で囲んでください。 

⑨ 『個人住民税の普通徴収理由内訳書』は普通徴収の理由ごとの人数を記入し、『普通徴収合計人数』が『報告

人員』欄のうち『普通徴収対象者』各欄の合計と、同じ数になるように記入してください。 

① 

② 

③ 

⑦ 

⑤ 

⑥ 

④ ⑧ 

【記入例】 

⓽ 
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（フリガナ）

居住開始年月

日（２回目）

居住開始年月

日（１回目）

内 円 内 円

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数

( 配 偶 者 を 除 く 。 )
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タカダ　ブンコ 区

分高田　豊子

（フリガナ）
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（２回目）

高田　後子
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ひ

と

り

親
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日

区
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1 1 1
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区

分 01
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高田　一郎
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氏名
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控

除

対
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扶
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豊後高田市御玉2114番地１２
　　　　　　　　　真香ハイツ201号室

90 1 2 3 4 5 6 7 8

氏

名 高田　　　太郎

　　　　タカダ　　　　　タロウ

給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

(摘要)

1

（フリガナ）

非居住者

である

親族の数

障害者の数

（本人を除く 。）

4 4 4 5

就職

4 1

年 月

0 1 2 35 4 3 2 1

（電話）

個人番号又は

法人番号

住所（居所）

又は所在地

1 20 2 3 4 5 6 7 8 9

前職：豊後高田市御玉113番地 　有限会社住民税建設　令和７年3月31日退職

　　　支払金額：200,000円　源泉徴収税額：2,000円　社会保険料：52,000円

(1)高田五郎（30）　(2)高田六朗(0１)　(３)高田市子(年少)

老人

配偶者（特別）

控　除　の　額

6 7 8 9 0 1
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8 9 0 89 0 1 2 3 4 5

5 6
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6 7 8 9 0 1 2 3
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円
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6 7
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（役職名）

５人目以降の控除対象扶養

親族の個人番号

(3)999456789012

５人目以降の１６歳未満の

扶養親族等の個人番号

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

タカダ　タカコ 区

分

 

２ 個人別明細書の書き方 
   
◎詳細につきましては国税庁発行の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「年末調整

のしかた」を参照してください。 

【記入例】 
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① 『住所』欄について 

受給者本人に確認のうえ、１月１日現在（退職者は退職時）に実際に住んでいる住所地を記入してください。

アパート名・部屋番号等についても正確に記入してください。 
 

② 『（個人番号）』・『（役職名）』・『氏名』各欄について 

受給者の個人番号（マイナンバー）、役職名、フリガナ、そして氏名を記入してください。 
 

③『（源泉）控除対象配偶者の有無等』欄について 

控除対象配偶者（年末調整を行っていない場合は、源泉控除対象配偶者）を有する場合は「〇」を付して

ください。 

「〇」を付していない場合は控除対象配偶者として取り扱いません。 
 

④『16 歳未満扶養親族の数』欄について 

16 歳未満（年少扶養親族）の方を扶養する場合、その人数を必ず記入してください。 

※住民税の非課税限度額等の判定に必要となります。 
 

⑤『非居住者である親族の数』欄について 

源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族及び特定

親族のうちに非居住者がいる場合並びに16 歳未満の扶養親族のうちに国内に住所を有しない方がいる場

合には、その人数を記載してください。 

※国外居住扶養親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受けるためには「親族関係書類」及び「送金関

係書類」を所得税の源泉徴収義務者に提出又は提示することが義務付けられています。詳しくは「年末調

整のしかた」をご確認ください。 
 

⑥『特定親族特別控除の額』について 

特定親族特別控除の合計額を記入してください。 

※親族等の合計所得金額が58 万円以下の場合又は123 万円を超える場合は、特定親族特別控除の適用を

受けることはできません。 
 

⑦『（摘要）』欄について 

ア 中途就職などで、前職分の給与等を通算して年末調整を行った場合は、前職分に係る所在地、名称、退職日、

支払金額、所得税及び復興所得税の合計額、社会保険料の金額などを記入してください。 

  ※記入がない場合は、前職分は未算入として取り扱います 

イ 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合には、その扶養親族の氏名を記入してく

ださい。また、氏名の前には括弧書きの数字を付し、『５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号』及び

『５人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号』欄に記入する個人番号（マイナンバー）との対応関係

が分かるようにしてください。 

ウ 租税条約の適用を受ける場合は、別途市役所に「租税条約に関する届出書（写し）」を提出のうえ、該当

条項を「○○租税条約○○条適用」などと赤書きしてください。 
 

⑧『（源泉・特別）控除対象配偶者』欄について 

控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者のフリガナ、氏名、そして個人番号（マイナンバ

ー）を記入してください。 

また、その配偶者が非居住者である場合には、『区分』欄に「〇」を付してください。 

※『区分』欄の記入方法につきまして、詳しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手

引」をご確認ください。 



 

⑨『控除対象扶養親族』及び『16 歳未満の扶養親族』の各欄について 

ア 扶養親族のフリガナ、氏名、そして個人番号（マイナンバー）を記入してください。 

イ 扶養親族が非居住者である場合には、次表の分類に応じて『区分』欄も記入してください。 

控除対象扶養親族等の分類 記載方法 

非居住者（30 歳未満又は 70 歳以上） 01 

非居住者（30 歳以上 70 歳未満、留学生） 02 

非居住者（30 歳以上 70 歳未満、障害者） 03 

非居住者（30 歳以上 70 歳未満、38 万円以上送金） 04 

※『区分』欄の記入方法につきまして、詳しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手

引」をご確認ください。 

ウ 特定親族特別控除の適用を受けた場合は、特定親族各人別の特定親族特別控除の額に応じて、区分の欄

に次のように記載してください。 

特定親族特別控除の額 
区分 

（特定親族が居住者） 

区分 

（特定親族が非居住者） 
合計所得金額 

63 万円 １０ １１  58 万円超  85万円以下 

61 万円 ２０ ２１  85 万円超  90万円以下 

51 万円 ３０ ３１  90 万円超  95万円以下 

41 万円 ４０ ４１  95 万円超 100万円以下 

31 万円 ５０ ５１ 100 万円超 105万円以下 

21 万円 ６０ ６１ 105 万円超 110万円以下 

11 万円 ７０ ７１ 110 万円超 115万円以下 

６ 万円 ８０ ８１ 115 万円超 120万円以下 

３ 万円 ９０ ９１ 120 万円超 123万円以下 
 

⑩『５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号』及び『16 歳未満の扶養親族の個人番号』の各欄について 

それぞれ扶養親族が５人以上いる場合には、その扶養親族の個人番号（マイナンバー）を記入してください。

また、個人番号（マイナンバー）の前には括弧書きの数字を付し、『（摘要）』欄に記入した扶養親族との

対応関係が分かるようにしてください。 
 

⑪『中途就・退職』欄について 

年の途中に就職や退職（死亡退職も含む）をした場合は、その年月日を記入してください。 

※退職日に記入漏れがあると、退職者でも特別徴収となる場合がありますのでご注意ください。 
 

⑫『受給者生年月日』欄について 

本人特定に必要なため、給与受給者の生年月日を必ず記入してください。 
 

⑬『支払者』の『個人番号又は法人番号』欄について 

給与支払者の個人番号（マイナンバー）又は法人番号を右詰めで記入してください。 

 

 

 


